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内                    容
 商 品 名   譲渡性預金
 ご利用いただける方   どなたでもご利用いただけます。
 お預入期間   1日以上2年以内の期日指定方式
 お預入方法

　お預入金額   5,000万円以上　
　お預入単位 　1,000万円単位

 お引出方法   満期日以降に預金者（譲渡があった場合には最終所持人)が
　利息とともにお引出しいただけます。

 利　　　息　 　

　適用金利 　市場金利等により個別に決定しますので、窓口へお問い合わせください。
　利息計算方法

 税　　　金　

 手  数  料

 中途解約時の取扱い

 当行が契約している   苦情処理及び紛争解決として一般社団法人全国銀行協会をご利用できます。

 指定紛争解決機関   本商品にかかる問題等が解決しない場合は、下記にご相談、ご照会ください。
     ●一般社団法人全国銀行協会連絡先
　　　　　　　全国銀行協会相談室
　　　　　　　電話番号　0570-017109　または　03-5252-3772

 その他参考となる事項

 金利情報の入手方法  市場金利等により個別に決定しますので、ちば興銀の窓口へお問い合わせください。

  現金、他口座からのお振替、小切手その他の証券類でお預け入れいただけます。
  証券類の場合は、その証券類の決済日がお預入日となります。

　お預入日から満期日までの期間について、1年を365日とする日割計算とし、
　付利単位は1,000万円です。
　満期日以降の利息は付されません。

項      目

商品概要説明書

　利息支払方法

  預金保険の対象ではありません。
  流通のお取扱いは、金融機関、短資会社、証券会社および金融機関の関連会社に
　限定されています。

  解約時に元金とともにお支払いいたします。
  期間2年の場合は1年目の応答日に中間利息をお支払いいたします。

  中途保有者の有無にかかわらず、利息は最終所持人に一括して支払われるため、約定
  の全預入機間について、最終所持人の税区分が適用されます。また、期間2年の場合の
  中間利息については、中間利払日の所持人の税区分が適用されます。

　お預入時、満期払戻時の手数料はありませんが、当行の媒介によって売買が成立し
　た場合は約定価格の3/100%の手数料がかかります。(譲渡の場合)

  ・満期日前に解約することはできませんが、利息とともに譲渡することができます。(元利金
　　の一部を譲渡することはできません。また、当行が買取りをすることもできません。)
　・満期日前に譲渡する場合の価格は市場実勢により決定されますので、金利水準によって
　　は当初の利回りが確保されないことがあります。
　・譲渡する場合は、確定日付のついた譲渡通知書と譲渡性預金証書に当行の確認印が必
　　要となりますので、窓口にお申し出ください。


